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写真-1 浜田漁港海域全景 

浜田漁港共同浄化施設について 

  石橋 謙治 

  (当センター松江支所技術部係長) 

 

１．はじめに 

   近年、食の安全が高まる中、安全で

安心な水産物を供給することが極めて

重要となっている。このため、漁港、

漁場水域の環境改善対策が必要となっ

ており、現在、全国各地で地域に適合

した港内浄化対策が実施されてきてい

る。この対策を大別すると、(1)漁港背

後地からの負荷を改善する方法と、(2)

港内で生じる負荷を改善する方法に分

類される。この中で、漁港の背後の漁

業集落等については、漁業集落排水事

業により、生活環境の改善を図ること

により、水産業の振興を核とした漁村

の健全な発展に資することを目的とし

て行っている。しかし、より負荷の大

きい荷捌場、水産加工場からの排水処

理については、浄化槽の処理能力等の

問題から受け入れが不可能であること

から、公共下水道が未整備の地区にお

いては、それ専用の浄化施設の整備が

必要となる。 

今回この施設整備の事例として、島

根県浜田漁港共同浄化施設の改修工事

があり、平成１５年度から平成１８年

度にかけて実施されている。 

当センターにおいて、この事業に関

する積算、現場施工管理業務を島根県

から受託し行った内容について以下に

説明する。 
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表-1 施設概要 

図-1 事業改良後の排水処理工程 

２．漁港浄化施設について 

   これは漁港施設の一つであり、漁港

漁場整備法第３条に「公害の防止のた

めの導水施設その他の浄化施設」と定

義されている。この中の「その他の浄

化施設」とは、(1)漁港区域内の水域の

汚濁の原因となる排水を処理する施設

と、(2)漁港区域内の水域の海水を漁業

活動の用に供するため、海水を取水、

浄化する施設がある。この(1)について

は、平成１８年度末現在、全国に４施

設整備されており、浜田漁港共同浄化

施設もこれに該当し、全国的にも最も

早く（Ｈ３年～）稼働していた。 

   今回は、この旧施設の老朽化対策と、

流入水量の減少（漁獲量の減）に伴う

規模の最適化を図ることとなった。 

（１） 事業の概要 

 （事業対象施設） 

   浜田漁港共同浄化施設は、荷捌排水

を集水する「荷捌排水施設」と、そ

れらの排水を処理し日本海に放流す

る「終末処理施設」である。 

 

 

 （事業費） 

総事業費 １，４７７百万円 

 （事業期間） 

平成１５年９月～平成１８年１１月 

 

処 理 対 象 水 
1.水産加工団地内からの排水(民間施設) 

2.荷捌所､冷蔵庫､給食センター等からの排水(公共施設) 

排水処理方式 酵母処理＋活性汚泥処理＋接触ばっ気方式 

汚泥処理方式 濃縮＋貯留＋脱水＋乾燥＋排出 

流 入 水 量 日最大汚水 1,470ｍ3/日､日処理水量 700(900)ｍ3/日 

 ＢＯＤ ＣＯＤ ＳＳ Ｔ-Ｎ Ｔ-Ｐ n-Ｈex

流 入 水 質 １，１００ ― １，０００ １５０ ７０ １５０

流入水質（最大） ３，９００ ― ６，１００ ３９０ １６０ ６４０

酵母処理水質 ２００ ― ― （１００） ― ― 

放 流 水 質 ２０ ４０ ４０ （３０） ― ３０ 

汚 泥 含 水 率 脱水ケーキ８５％以下、乾燥汚泥３０％以下 
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写真-2 終末処理施設全景 

図-2 終末処理施設平面図 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（２） 施工管理上の問題点 

 （綿密な施工計画） 

   この施設の改修にあたっては、代替

え施設がないため、現施設の供用をし

ながらの工事となった。このため、特

に所定の施設の有する機能を確保しな

がらの工事となり、綿密な施工計画が

必要となった。これに先立ち、施設の

老朽化調査が実施されていたが、水槽

内部等の詳細な箇所については、十分

に状況把握がなされていなかった。こ

のことから、施工管理時における的確

な現場対応がもとめられた。 

 （改修計画の見直し） 

   工事を進めると改修内容についての

大幅な見直しが必要となった。その大

きな原因として、予想以上の躯体の劣

化があった。当初の調査時点から、躯

前処理棟 生物処理棟 
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体の劣化に関しては、硫化水素の影響

もあり、ある程度の劣化の確認もされ

ていた。この対策としては、超高圧水

による石膏化部分及びＦｅ層を除去し、

断面修復後に防食被覆する予定であっ

た。しかし、生物処理棟の流入調整槽、

酵母反応槽、ばっ気槽（旧高負荷ばっ

気槽）において、汚水、汚泥引抜後の

洗浄後の槽内で、乾燥した後の確認を

した結果、壁面のところどころに錆の

滲み出しが発見された。（下記写真参

照） 

      

 

 

   この状況は、当初、硫化水素による

コンクリートの腐食状況と異なること

から、中性化試験、塩化物イオン含有

試験、はつりによる鉄筋腐食度試験を

行った。この結果、コンクリートにつ

いては中性化（中性化深さ 0～5mm）

は進行していないが、塩化物イオン濃

度についてはコンクリート内部より表

面部について、より高い数値があらわ

れた。また、錆の滲み出し現象の顕著

な箇所は、孔食と呼ばれ、部分的に腐

食が激しく、断面欠損も大きくなって

いた。 

   一方、この水槽の環境については、

過去に測定された水質データによると、

塩 化 物 イオ ン 濃 度が 6000mg/l ～

2900mg/l であり、一般の海水の値が

20000mg/l であることから、かなりの

量の海水が混入していることとなる。

この誘因により、コンクリート表面か

ら塩化物イオンの浸透による鉄筋表面

の不動態被膜が破壊され、鉄筋の腐食

が進行したものと考えられる。また、

この水槽は、機能上、ばっ気すること

により、常時酸素を供給している関係

もあり、腐食のスピードが速くなった

と考察される。 

   錆の滲み出しの有る箇所については、

局部的な対策として、ＦＲＰグリッド

を利用し補修を行い、錆の滲み出しが

無い箇所については、コンクリートと

鉄筋とも健全であることから、局部的

な補修は行わずに、コンクリートの硫

酸による腐食を防止するとともに、塩

化物イオン及び酸素の供給を防止する

ため防食被覆を施工した。 

 （前処理棟第三流量調整槽の変更） 

   水槽天井部分のコンクリート表面が

完全に剥落しており、鉄筋がむき出し

になるとともに、その大半が断面の欠

損が著しい腐食を呈していた。（下記写

真参照） 

     
 

 

 

写真-3 旧高負荷ばっ気槽躯体劣化状況

写真-4 第三流量調整槽躯体劣化状況 



 5

   今回の改修工事で生物処理棟の旧高

負荷ばっ気槽を流入調整槽として利用

することにより、前処理棟の第一、第

二、第三流量調整槽は、流入調整槽を

オーバーフローした汚水を受け入れる

バックアップ機能として利用し、当初

計画では第三→第二→第一流量調整槽

の順で汚水を貯留する計画であった。 

   改修方法を再検討することとなり、

まず汚水の流入頻度を把握するととも

に、比較的劣化の少ない第一流量調整

槽から順次流入するようフローを変更

した。この変更により、第三流量調整

槽に流入する頻度をシュミレーション

した結果、１年を通して２回程度であ

った。 

   このことから、流入調整槽からオー

バーフローした汚水の貯留方法を変更

して、第三流量調整槽の設備規模を必

要最小限にした。また、スラブ撤去後

の対応として、安全手摺や防臭シート

（下記写真参照）を施工し、安全の確

保とともに、できる限りのコストの削

減にも努めた。 

     

 

 

 

 

 

３．綿密な施工計画によってもたらされた

事業効果 

（１）本事業の施工管理業務を遂行してい

く中で、現施設の劣化等の状況を確認

し、発注者サイドとの協議調整により

変更対応していった。その検討の中で

は改修方法の見直しによる施設の最適

化によりコストの削減が図られた。 

（２）工事中の施工管理上、現場において

硫化水素の発生が危惧されたことによ

り、換気設備の設置とともに、作業前

に酸素、硫化水素及び一酸化炭素濃度

を測定させることにより、災害の防止

に努めた。また、発注者サイドとの協

議調整により、開口部点検蓋の密閉化、

外気導入設備の追加及び、緊急救命具

を常設することで、維持管理上の安全

対策を図った。 

４．おわりに 

   今回の施工管理等の業務において、

いかに迅速にかつ適切に現場対応する

ことが、極めて強く要求されたケース

でもあり、今回の事例が少しでも今後

の皆様の参考になればと思います。 

   最後に、今後とも、いかに施設を適

切に管理運営していくことの難しさと

重要性を再認識した次第です。 

                以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 安全手摺及び防臭シート 


